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6１ 

〔論文〕

フランス連結会計基準の国際的調和（１）

大下勇

１．はじめに れている。このため，これらの企業の中には，国

際的基準であるＩＡＳや米国基準（ＵＳＧＡAP）

に準拠した財務・会計情報の開示を行う企業が増

えている。

例えば1996年度を例にとると，ＩＡＳ準拠の企

業としてサン・ゴバン，エシロール，スエズ，ラ

ファージュ，ＬＶＭＨ，トムソン社などの企業が，

ＵＳＧAAP準拠の企業としてカールフール，ダノ

ン，プル，プジョー・シトロエン，ローヌ・プー

ラン，エルフ，エールリキッド，トタル社などの

企業が挙げられる。

本稿は，以下の諸点の分析を通して，資本市場

からの情報ニーズに応える主要手段である連結計

算瞥類について，フランス連結会計基準の調和化

の程度と今後の方向性を考察することを目的とし

ている。すなわち，

・会計基準の国際的調和に対するフランスのス

タンスの考察

・フランス連結会計基準の検討

・フランス基準とＥＵ会社法指令第７号の比較

・フランス基準とＩＡＳの比較

・フランス企業のアニュアルリポートの分析

ＥＵ会社法指令を取り上げるのは，フランスは，

ＥＵの加盟国として1980年代にすでに連結計算書

類に関する会社法指令第７号により域内の会社法

の調和化を経ており，フランスの連結会計基準は

当該指令の枠組みの中にあるからである。その意

味では，フランス，ドイツ，英国などのＥＵ加盟

諸国は，ＩＡＳによるグローバルな調和化の前に，

ＥＵ域内での会社法指令による地域的な調和化を

すでに経験しているのである。

今日，国際会計基準委員会（International

AccountingStandardsCommittee；ＩＡＳＣ）の設

定する国際会計基準（InternationalAccounting

Standards;IAS）への対応が，各国の会計規制当

局や企業にとって緊急の課題となっている。

ＩＡＳの基本的特徴は，アングロ・サクソンモ

デル，すなわち主として証券市場の投資家に対し

てキャッシュ・フローを生み出す企業の能力に関

する情報の提供を志向する点にある。ＩＡＳ自体

は一国の会計制度と直接的な関係を持たないが，

証券監督者国際機構（IOSCO）の支持をえて，国

際資本市場において投資家により標準化された財

務情報のニーズを充足するための国際的基準とし

て，各国の会計基準に大きな影響を及ぼしつつあ

ることは周知のとおりである。

フランスの会計制度は，企業を取り巻く種々の

利害関係者の権利・義務の確定に役立つ会計をそ

の中心に据えてきた。特に，課税所得計算におけ

る会計の役割が規制当局である大蔵省により極め

て重視され，これが伝統的な償権者保護の会計と

密接に結びついてきた。

しかし，伝統的にこのような特徴を有してきた

フランスの会計制度も，経済のポーダーレス・グ

ローバル化，各国資本市場間の競争の激化，投資

信託の著しい発展などの経済環境の変化に伴い，

国際・国内資本市場における投資家の標準的な情

報ニーズに応えていく必要性に迫られている。国

民経済における資本市場の重要性が増すことによ

り，経済のインフラ・ストラクチャーとでもいう

べき会計制度にも変化が生じていると見られるの

である。特に，国外で資金調達を行っている多国

籍企業に，投資情報の開示に関して，国際資本市

場からの「透明性」の強いプレッシャーがかけら
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市場における投資者の情報ニーズを考慮していく

必要`性が大きくなった｡(`）当該`情報ニーズは，証

券の投資意思決定に役立つ情報の観点から，将来

の企業業績の予測を可能にする財務・会計情報の

提供を求めるものである。当該ニーズに応えてい

くためには，伝統的に重視されてきた「法的安定

性」を一部犠牲にして，「経済的現実」を反映す

る情報を追求していくことが必要とされる。

２．国際的調和化に対するフランス会計

制度のスタンス

（１）経済活動の国際化と財務・会計情報の

ニーズ

筆者は，会計基準の国際的調和化に対するフラ

ンスの基本的スタンスを第１図表のように要約す

ることができると考える。すなわち，

・フランスは，基本的には，経済のポーダーレス・

グローバル化する領域における財務・会計情報

に対するニーズが国内の伝統的な情報ニーズと

異なる限り，これらニーズに応えていくために

積極的に財務・会計情報の国際的調和化を推進

する(1)。これは，主として金融・証券市場の領

域であり，国際資本市場の投資家により標準化

された情報ニーズを重視して，「透明性」の高

い比較可能な投資情報を提供できるよう会計基

準の国際調和を積極的に進める。この情報ニー

ズは主に「連結計算書類」によって充足される。

そのために，連結計算書類の作成基準の国際

調和を図っていく。これに対応しているのが，

フランス会計制度における「株主・投資者志向

の会計」の流れである(2)。

.これに対して，その他の領域において，財務・

会計情報に対して国内の伝統的なニーズが存在

している以上，これらニーズに応え続けるため

に伝統的な会計を堅持する｡(3)すなわち，税務

計算，債権者保護，従業員の利益保護，社会会

計への情報提供などの国内の多様な情報ニーズ

を重視し，これらニーズを主に「個別計算轡類」

によって充足していくのである。

フランスの伝統的な会計は，個別会計レベルで

の税務計算との関連性，配当規制の考慮（償権者

保護)，従業員の利益参加の基礎，マクロ経済デー

タの提供など国内の多様な伝統的情報ニーズを重

視し，法的に安定した財務・会計`情報の提供を求

められてきた。特に，伝統的に個別会計における

税務計算の影響が大きく，大蔵省により税収確保

の手段としての個別会計の役割が極めて重視され

ている。

しかし，1980年代の後半以降，フランス経済に

おける証券市場の重要性が増大するに従い，証券

第１図表フランスの会計国際化に対するスタンス

(筆者作成）

しかし，課税所得の測定手段としての会計を重

視するフランス会計制度に，アングロ・サクソン

流の会計を取り入れていくには大きな困難が生ず

るものと見られるが，フランスではこの困難に対

して主として情報開示の面で対応してきた。その

主要な情報開示手段が「連結計算轡類」である。

証券市場で資金調達を行う企業は，通常，企業

集団を形成する企業であり，これら企業集団の場

合，「経済的現実」は個別計算書類よりも連結計

算書類によってより良く確保される。しかも，フ

ランスの場合，配当規制の考慮や課税所得計算と

の関連性などの法的・税務的制約を超えて経済的

現実（r6alit66conomique）をより良く追求でき

るように，連結計算書類の作成上，会社法により

オプションの利用が認められている。また，個別

会計レベルにおいても，財務諸表システムに「発
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展システム」を設けることで，大企業において情

報面を重視したものとなっている。

さらに，企業の資金調達活動のボーダーレス・

グローバル化によって，国際資本市場の投資家の

標準的な情報ニーズに応えていく必要が生じてい

る。すなわち，国際資本市場で資金調達を行う企

業に対して，将来キャッシュフロー予測と比較可

能性の観点から「透明性」に関して当該市場から

国内よりも強いプレッシャーがかけられている。

｢比較可能性」が重要な課題となる理由は，ある

地域の投資者は証券発行企業の国の会計実践に精

通していないからである。そのため，これら企業

が使用する会計方法の調和化が問題となる。会計

基準の国際的調和の問題がこれである。

国際資本市場で資金調達を行う企業は，通常，

グローバルに活動する巨大多国籍企業グループで

ある。そこでフランスでは，これら市場から求め

られる情報ニーズに対しては，連結計算書類レベ

ルで対応していくことが明確に認識されていると

考える。

以上のように，フランスの会計規制は，伝統的

な情報ニーズを重視して企業の種々の利害関係者

の権利・義務の確定に役立つ会計を基礎としつつ，

資本市場の重要性の増大，国際貿易と国外投資の

進展，投資信託の著しい発展あるいは最近の国際

資本市場におけるフランス大企業グループの資金

調達の増大などの経済の変化の影響を受けて，国

際化の著しい金融・証券市場の領域においては，

当該市場の標準化された情報ニーズに対応するた

めに連結会計レベルで会計の国際的調和を積極的

に図っている。つまり，第２図表に示すように，

利用者の`情報ニーズへの対応が会計の国際調和に

対するフランスのスタンスを決定していると見ら

れるのである。

第２図表情報ニーズと国際的鯛和化への対応

【オプション】

国
際
調
和
に
積
極
的
対
応
国
内
基
準
の
堅
持

「‐‐‐‐Ｈ‐‐‐‐ｊ「‐‐‐阯垰肝‐‐‐』

（筆者作成）

（２）国際的調和化への連結計算醤類による対応

フランスの連結会計では，第３図表に示すとお

り，個別会計に規定のないあるいは認められてい

ない処理方法がオプションの形で認められている。

前述のとおり個別会計は税務計算および配当規制

と密接に関係しているが，連結会計はこれらと切

り離されているのである(5)。以下，連結会計上の

オプションも含めて連結計算書類だけに認められ

た措置を検討し，これら仕組みが国際的基準との

調和の確保をいかに可能にしているのかを考察し

てみたい。

第３図表連結計算掛類に適用可能な会計方法
【個別計算轡類】

･商法典，商事会社法，ＰＣＧ，税法に規定
･明確な規定のないもの

企業がその個別会計に採用

しなかったが，個別会計に
適用可能なその他の方法

商法典に規定されていないが，
連結会計だけに適用可能なそ

の他の方法(IASとの識の繍小可能）

会計規制委員会の採択
する国際的会計基準

､商法典，商事会社法，ＰＣＧに規定のあるもの

.明確な規定のないもの（IAS単拠の処理の可能性）

ＩＡＳなど

(IAS準拠）

錐者作成）

個別会計（個別計算替類）
投資家のニーズ

伝統的なニーズ

連結会計

(連結計算書類）
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①1967年デクレ第248-8条規定の連結会計上

のオプション

フランスでは個別計算書類のために商法典に定

められた会計方法の他に，連結会計だけに適用で

きる会計方法が別個に規定されている。1966年商

事会社法の適用に係る1967年３月23日デクレ第24

8‐8条には，商法典の第12条一第15条に定める評

価方法に加えて，次の評価方法を用いる可能性を

認めている。

4)棚卸資産製造の資金調達のために借り入れた

資金の利子のその原価への算入

この取扱いについては商法典に定めがないが，

実践では個別計算書類上原価への算入には，生

産のサイクルが年度期間を超えることが必要で

ある。

これに対して，前出デクレ第２４８－８条の。）

によれば，連結計算書類の作成上，原価への算

入は個別会計と異なり生産のサイクルが年度期

間を超えることを要求するものではない。

1)指数修正歴史的原価法

商法典第12条第１項の評価規則によれば，計

算書類の作成上，有償取得の資産，無償取得の

資産および製造した資産の評価は，それぞれ

｢取得原価｣，「市場価値」および「製造原価」

による。

これに対して，上記デクレ第248‐８条のａ）

によれば，これらの評価方法以外に，指数修正

の購買力による評価額を用いることができる。

当該評価方法を用いた場合には，その資産，負

債および資本に対する影響を連結自己資本に別々

に表示する。

5)リース契約（または類似の契約）による資産

この取扱いについても商法典の評価規則に定

めはない。しかし，前出デクレ第248-8条のｅ）

によれば，連結計算轡類の作成上，会社がその

資産の所有者であるかのようにみなして所有固

定資産として処理することができる。この取扱

いの詳細については，プラン・コンタプル・ジェ

ネラルが規定している。

6)リース契約により顧客の利用に委ねている資

産

これについても同様に，前出デクレ第248-8

条のｆ)では，当該資産をあたかも所有してい

ないかのように資産から除外することが認めら

れている。

2)取替価値法

さらに，同条のｂ)によれば，倹却性有形固

定資産と棚卸資産を「取替価値」で評価するこ

とが可能である。

7)個別会計で計上した換算差額

前出デクレ第248-8条のｇ)によれば，連結

計算書類の作成上，借方・貸方の換算差額は連

結成果計算書に計上することができる。これは，

個別会計上，損益計上が認められていない未決

済外貨表示項目の換算差額を損益計上すること

を容認するものである。

3)後入先出法

商法典第12条第３項の評価規則によれば，計

算書類の作成上，一時所有有価証券と棚卸資産

は加重平均法または先入先出法（FIFO）によ

る。

これに対して，前出デクレ第248‐８条のｃ）

によれば，連結計算轡類の作成上，これら以外

に後入先出法（ＬIFO）を用いることが認めら

れている。この場合，各範藤別にＬＩＦＯを採用

することができ，また，一定の活動部門または

地域に限定して適用することも可能である。当

該方法を採用する場合，この詳細を注記・附属

明細香に表示し，その理由を明らかにしなけれ

ばならない。

8)特定の借入資金の自己資本計上

前出デクレ第248-8条のｈ)によれば，与信

者の発意での償還も，利益の不在または不十分

な時の義務的償還も規定していない発行契約で

資金を受け入れた場合，これらは連結計算書類

上，自己資本に計上することができる。

9)特定の評価方法の使用
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前出デクレ第248-8条のｉ)によれば，特別法

に定められた評価方法の適用を受ける組織が所

有する資産は，連結計算書類の作成上，これら

評価方法を適用することができる。特に，会社

型オープン投資信託（SICAV）等の投資機関の

場合，その所有有価証券は「市場価値」で評価

される。

要である。その理由は，連結会計上オプションと

して認められたリース取引のオン・バランス処理

と外貨換算差額の損益計上の処理は，個別会計の

基準とは異なる処理であるが，国際的基準に合致

する処理だからである。

連結会計におけるリース取引のオン・バランス

処理と外貨換算差額の損益計上の可能性は，フラ

ンス企業の連結計算書類とＩＡＳなどの国際的基

準に準拠した連結計算書類との差異を縮小するの

に大きく貢献しているのである。

以上である。これらオプションはＥＵ会社法指令

第７号により国別選択権として付与されたもので

ある。すなわち，同指令第29条には次のような定

めがある。

・連結に組み入れられる資産・負価が同一の方

法に従って評価され，かつ会社法指令第４号

の第31条ないし第４2条および第６0条に準拠し

なければならない（第１項)。

・連結計算書類を作成する企業は当該企業自身

の個別の年次計算瞥類と同一の評価方法を適

用しなければならないが，加盟国は会社法指

令第４号に準拠する他の評価方法を連結計算

替類に適用する旨を許可または規定すること

ができる（第２項(a))。

上述のフランス連結会計上のオプションの一部

は，この会社法指令第７号第29条第２項(a)の国別

選択権を行使したものであり，しかも会社法指令

第４号が国別選択権として認めている方法である。

すなわち，指数修正歴史的原価法（会社法指令第

４号第33条第１項(b))，取替価値法（同指令第33条第

１項(a))，後入先出法（同指令第40条第１項)，棚卸

資産製造の資金調達のために借り入れた資金の利

子のその原価への算入(同指令第39条第２項)，特定

の評価方法の使用（同指令第60条）である。

また，これら以外の評価方法，すなわちリース

契約（または類似の契約）による資産，リース契約

により顧客の利用に委ねている資産，個別会計で

計上した換算差額，特定の借入資金の自己資本計

上に関しては，会社法指令第４号に具体的な定め

がないものである。

前出デクレ第248-8条規定の連結会計上認めら

れるオプションは，その行使を企業の自由意思に

委ねている。ＩＡＳやＵＳＧＡＡＰなどの国際的

基準への対応の観点からは，ｅ)～ｇ）のリース契

約と外貨換算差額の処理に関するオプションが童

②その他の主要な連結会計上の措置

１)連結計算瞥類の様式における選択可能性

フランスにおける計算瞥類の様式は，勘定式・

固定性配列法が強制されているが，連結計算書類

では，国際的基準に合致する損益計算轡の報告式

表示もまた認めている。さらに，フランスの損益

計算書は費用の性質別表示を採用しており，これ

が機能別表示を採用する国際的基準との比較を困

難にしている(`)。すなわち，賃金・給料を例にと

ると，これらは機能別分類によると売上原価，一

般管理費・販売費に分割して分類・表示されるが，

フランスの性質別分類では賃金・給料としてまと

めて分類・表示される。しかし，連結会計上では

機能別表示が認められる。

２)税効果会計の適用と税務計算の完全除去の強

制

個別会計は税務計算と密接な関係を有し，個別

会計上の利益と課税所得との差異は比較的小さい。

税効果会計の適用は個別会計では義務づけられて

おらず，また，差異が存在する場合でも，通常，

企業がそれを実施することはない。しかし，連結

会計では，税効果会計の適用は強制されており，

国際的な基準に対応したものとなっている。

また，個別会計で税務目的で行った計算の影響

は，連結会計上，すべて除去しなければならな

い(7)。これにより，国の税制の影響を連結計算書

類から除去することができ，国際的な比較可能性

に大きく資することになる。

③国際的基準採用の法的枠組の設邇
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フランスでは，1998年４月に，「会計規制の改

革と不動産公示制度の適応に関する1998年４月６

日法律第98-261号」により会計規制の改革が実施

されている。当該改革は，会計規制委員会の新設

(同法律第１条～第５条）と国際資本市場で資金禰

達を行う企業に対する措置（第６条）を内容とし，

後者の第６条の措置により，フランス企業がＩＡ

Ｓを採用する法的枠組みを設定するものである(8)。

当該措置によれば，その証券が株式・社債など

の規制市場で売買を認められている会社に対して，

連結計算書類の作成と公表につき，新設の会計規

制委員会の定める条件で国際基準を使用する場合

に，商事会社法の第357-3条ないし第357-8条に定

める連結会計規定への準拠義務を免除するもので

ある。この条件とは，当該国際基準がフランス語

に翻訳されていること，ヨーロッパ共同体会社法

指令に準拠していること，会計規制委員会の命令

により採択されていることである。

国際資本市場で資金調達を行う企業に対するこ

の措置は，資金調達がグローバル化した企業にお

けるいわゆるダブル・スタンダードの問題を解消

するものである。すなわち，国際資本市場で承認

された会計基準（ＩＡＳ）で連結計算瞥類を作成・

公表する企業の場合，その連結計算響類は法的に

そのまま国内で通用することになり，国内基準に

従ってもう一つの連結計算瞥類を作成する必要が

なくなるのである。

新設の会計規制委員会の命令がＩＡＳを採択す

れば，当該措置は連結会計レベルでの国際的基準

への対応を容易なものにすると見られる(9)。

理の例外的処理も容認されている。資本化処

理を選択した場合には，ＩＡＳなどの処理に

合致したものとなる。

､長期請負工事契約；工事完成基準だけでなく，

工事進行基準も容認されており，工事進行基

準を選択した場合には，ＩＡＳなどの処理に

合致したものとなる。

､年金債務；引当て計上は任意であるが，これ

を計上した場合にはＩＡＳなどの処理に合致

したものとなる。

２)フランスにおける明確な基準の不在

いくつかの項目については，フランス基準に明

確な規定がない。このため，これらの項目の処理

については，ＩＡＳを補足的に用いることができ

る。連結のれん（フランスでは「取得差額」と呼ば

れる）の償却期間の取扱いなどがこれである。

以上概観したように，フランスの連結計算書類

の規制には非常に柔軟な仕組みが組み込まれてお

り，この柔軟性が国際的基準との重要な差異を縮

小あるいはそれへの対応を容易なものにしている。

特に，個別会計では認めていないあるいは定めの

ない評価方法や計算書の様式の使用を連結会計上

のオプションとして認めており，これがフランス

連結会計規制の重要な特徴となっている。

３．フランス連結会計基準

フランスでは，ＥＵ会社法指令第７号の国内法

化に係る1985年１月３日法律と1986年２月17日同

法適用デクレによりＥＵ会社法指令第７号の国内

法化が完了し，また，1986年にはプラン・コンタ

ブル・ジェネラル（ＰＣＧ）に連結会計基準（資

本連結に関する処理基準）が導入されている。これ

ら1980年代の一連の制度改正により連結会計基準

が確立された。

本稿でいう連結会計基準とは，上記の1985年法

(1966年商事会社法を一部改正）および1986年同法適

用デクレ（商事会社法の1967年適用デクレを－部改正）

およびＰＣＧの連結会計規定を指している。

第４図表は，フランスの計算書類の規制に係る

法令の概略を示したものである。フランスの会計

規制は商法・会社法を中心とし，わが国に見られ

④国際的対応を可能にするその他の要素

以上の連結会計だけに認められた措置以外に，

1)フランス基準におけるオプションの存在と2)フ

ランスにおける明確な基準の不在が，フランスの

連結計算書類による国際的基準への対応の余地を

残している。

１)フランス基準におけるオプションの存在

これは個別会計レベルからオプションが存在し，

その一つの処理方法が国際的基準に合致している

ものである。例えば，次のものが挙げられる。

・開発費；原則は費用処理であるが，資本化処
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るような「証券取引法」は独立した法体系として

は存在していない。しかし，商法会計規制の中に

証取法的な規制の領域が見られ，これを中心に

｢株主・投資者保護の会計」が形成されている。

商法典には，基本的な計算規定が盛り込まれてお

り，これをプラン・コンタブル・ジェネラルが補

完している。プラン・コンタブルは大蔵省令によっ

て承認ざれ税務上の課税所得計算の基礎的基準と

してその適用が義務づけられているが，商法会計

規制との関連でも基礎的な会計基準として位置づ

けられている。このような関係から，プラン・コ

ンタブルはすべての会計実践の基礎であり，その

適用が義務づけられている。

第５図表連結範囲

(出所：RaffegeauoJ,DufUs,P.,Come｡』.,deM6nonviUeP.，
Comptesco几solid５８，６ditionsFrancisLefebvreo1989Dp,９１よ
り作成）

第４図表フランスの会計規制に係る法令

にＵ会社法指令第４号】

①作成義務（連結範囲）

商事会社法（以下「法」と略称する）第357-1条に

よれば，商事会社は，排他的にもし〈は共同で他

の企業を支配する場合または他の企業に対して著

しい影響を行使している場合に，連結計算替類お

よびグループ営業報告書を作成・公表する義務が

ある。

企業間の関係と連結方法は次のように要約され

る。すなわち，排他的支配（contr61eexclusif）

を受ける企業は全部連結（int6grationglobale)，

共同支配（contr61econjoint）を受ける企業は比

例連結（int6grationproportionnelle)，著しい影

響（influencenotable）を受ける企業は持分法

(miseen6quivalence;フランスでは「等置連結」と

呼ばれる）の方法により連結される。

馴
零
Ｉ
 

【個別iil･算瞥類】

【連結iil算瞥類Ｉ

【ＥＵ会社法指令第７号】

(筆者作成）

また，フランスは，ＥＵ加盟国として域内での

会社法の調和化を行っており，すでに個別計算瞥

類に関する会社法指令第４号と連結計算轡類に関

する同指令第７号は国内法化されている。これら

指令は，上述の商法典・商事会社法およびプラン・

コンタブルの規定に大きな影響を与えている。本

節では，まず，フランスの連結会計基準を検討し

てみたい。

1)排他的支配を受ける企業（子会社）

排他的支配は次の条件から生ずる(法第357条-1)。

すなわち，

(a)他の会社における議決権の過半数を直接また

は間接に有する場合

(b)管理・指揮・監督機関構成員の過半数をもっ

ぱら議決権の行使のみによって選任し，同時

に株主または社員である場合

に)契約または定款の規定により，他の企業に対

して支配的な影響を行使する権利を有し､同

時に株主または社員である場合

（１）連結範囲の決定基準

連結の範囲ついては，第５図表のように要約で

きる。以下，これに基づいて，フランス基準の連

結範囲の決定基準を検討してみたい。

企業間の関係 連結方法または除外

｜般的ケース
排他的支配

共同支配

著しい影騨

全部連結
(ii鮒鮒蘭の鮠洲Hls蹴鯛l:総臓）

比例連結
(鯛瀬棚0鱗力(WHi:黙iIiKI塒麟）

持分法

例外的ケース
支配または影響への

厳格・長期的制約

譲渡を目的とした保有

乏しい重要性

困難な情報の入手

除外を強制

除外可能

除外可能

除外可能
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準としての「支配力基準」である。しかし推定に

係る証拠の側面であるとはいえ(､)，事実上の支配

の推定にあたって４０％超の形式的な持株基準を

採用しているところが特徴的である。

である。

(a)の場合はいわゆる「持株基準」であり，形式的

に議決権の過半数でもって排他的支配を判定する

ものである。フランスでは，（a)の場合を「法律上

の支配（contr61ededroit)」と呼んでいる。

（c)の場合は契約または定款の規定から形式的に

排他的支配を判定するものであり，上記「法律上

の支配」の特別ケースと考えられている。フラン

スでは，（c)の場合を「契約上の支配（contr61e

contractuel)」と呼んでいる。しかも，契約の効

果だけでなく，「株主または社員」であることを

条件としていることから，資本の参加関係に基づ

くものである。「契約上の支配」は，当初のフラ

ンスの法案にはなかったものであるが，ＥＵ会社

法指令第７号がドイツで認められている協約を考

慮してその規定を設けた関係上，フランス法に導

入されたものである。

（b)は他の２つの形式的な判定基準と異なり，管

理・指揮・監督機関構成員の過半数を選任してい

る事実により排他的支配を実質的に判定するもの

である。議決権の過半数を所有しない場合やいか

なる契約によっても支配的影響を行使することが

可能でない場合でも，ある企業が他の企業を永続

的に指揮する場合が考えられる。

フランスでは，この場合を「事実上の支配

(contr61edefait)」と呼び，幹部の過半数選任の

事実により判定しようとするものである。この選

任は，連続する２年度にわたり，理事会または取

締役会および監査役会の櫛成員の過半数の任命か

ら生ずるものとされている（法第357-1条)。

しかし，秘密投票などのために過半数選任の事

実の判定に困難が予想される。このために，議決

権の40％超を保有している場合には，この持分比

率（直接・間接）を上回る株主または社員が存在

しないことを条件に，当該選任を行なったものと

推定される。ただし，支配を行使していると推定

された会社幹部による反証が可能である('0)。また，

40％超の場合の推定の条件が満たされなくとも，

排他的支配の存在が立証されれば，排他的支配を

行っているものとされる。

以上のように，「排他的支配」による子会社に

は全部連結の方法が適用されるが，フランスの子

会社の決定基準は，「持株基準」を含む実質的基

２)共同支配を受ける企業(ジョイント・ベンチャー）

フランスの連結会計基準の重要な特徴の一つは，

ジョイント・ベンチャーに対して比例連結の方法

を適用する点にある。「共同支配」とは，一定数

の社員または株主により共同で経営される企業の

支配の共有をいう。その結果，経営の意思決定は

その合意から生ずる（法第357-1条)。

共同支配の概念については，法令あるいはプラ

ン．コンタブルは明確にしておらず，持株割合な

どの具体的な基準にも言及していない。ラフジヨー

らによれば，共同支配は次の二つの要素の存在が

前提とされている('2)。

・支配の共有：これは，意思決定が個々に保有

される企業の資本参加に基づいておらず，そ

の合意から生じていることを意I床する(13)。

・共同経営：これは，参加者が共同会社を通じ

てその活動の重要な部分を実現するか，また

は共同会社の活動がその参加者の活動の延長

をなすことを意味する。例えば，石油産業に

おける数グループに共通の採掘会社または精

製会社がこれである。

また，各構成員により保有される株式または持

分の割合は異なることもありうる。さらに，共同

支配の場合にはいかなる支配も行使しない少数株

主の存在はありえない。

３)著しい影響を受ける企業（関連会社）

連結会社により「著しい影響」を受ける企業

(関連会社）の計算書類は，持分法により連結され

る。フランスでは，持分法を連結方法の１つとし

て捉えている。

法第357-1条によれば，「著しい影響」は経営と

財務政策への影響に関わっていることが示されて

おり，ある会社が直接または間接に他の会社の議

決権の20％以上を保有している時に当該影響の行

使が推定されるものとされる。もちろん20％を下

回っても，著しい影響が見られると判断される場

合には，持分法により連結される。
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このように，持分法の適用対象を「著しい影響」

から判断する実質的基準を採用しているが，その

推定に際しては持株比率20％以上という形式基準

が用いられているのである。

以上の連結範囲の決定基準をまとめたものが第

６図表である。

６図表連結範囲の決定基準

他のグループとの

支配の共有

計算瞥類の

柵造の適合性

ＯｕＩ ＯｕＩ 

共同支配 比例連結
柵造の適合性

ｎｏｎ 
ｎｏｎ 

ＯｕＩ 

契約または定款

による支配的影響

'よ定款

的影響

ｎｏｎ 

ＯｕＩ 

議決権＞50％＞５０％ 

計算瞥類の

櫛造の適合性

計算瞥類の ＯｕＩ 

排他的支配 全部連結ｎｏｎ 

櫛造の適合性

艫>40%呰目羅誌騨桿
ｕｌ 

50％≧議決権＞40％
がいない

~「n両
ｎｏｎ 

40%≧議瀧≧２０％Ｌ22」
ＯｕＩ ＯｕＩ ＯｕＩ ＯｕＩ 

指揮権がある

ｎｏｎ 
ｎｏｎ ｎｏｎ 

著しい影響 持分法
著しい

影響がある

著しい｜ｏｕｉ
20％＞議決権

ｎｏｎ 

(出所：M6mentoPratiqueFrancisLefebvre,Comptabjb,1991,pll50.）

（２）作成免除（連結免除） 条件の下で作成が免除される。

①下位連結免除

法第357-2条の1によれば，その企業の親企業が

ＥＵ加盟国内に住所を有し，資本金の10％以上に

相当する株式または持分を保有する株主または社

員が反対しない場合に，1966年商事会社法の適用

に係る1967年３月23日デクレ（以下単に「デクレ」

と呼ぶ）第248-13条に定める条件（ＥＵ会社法指令

第７号第７条第２項に対応）を満たせば，当該企業

(中間親企業）は連結計算書類の作成を免除される。

また，ＥＵ加盟国以外の国に住所を有する親企

業の場合でも，デクレ第248-13条に定める一定の

②規模に基づく連結免除

法第371-1条によれば，連結計算書類の作成義

務はすべての商事会社に適用される。しかし，一

定規模以下（資産総額，純売上高，従業員数の各基準）

の商事会社は一定の条件の下で作成が免除される

(法第357-2条およびデクレ第248-14条)。すなわち，

親会社とそれが支配する企業全体で，連続２事業

年度について，次の３つの基準のうち２つの条件

を満たさなければならない（法第357-2条，デクレ

第248-14条)。

・従業員500人以下
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銀行規制委員会は，金融機関に対して，金融的性

質の事業だけを全部連結する義務を課している

(銀行規制委員会規則第85-12号第10条)。この場合，

他の事業に対する持分法の適用にあたって，簡易

個別計算書類または持分法適用の主要企業の個別

計算書類の重要な要素，または下位集団に係る簡

易連結計算書類または個別計算脅類の重要な要素

を，連結注記・附属明細轡に開示することが必要

とされる(デクレ第248-2条)('5)。

・売上高２億フラン以下

・資産総額１億フラン以下

なお，この免除規定は上場会社には適用されな

い◎

（３）連結禁止・連結放棄

①連結禁止

法第357-4条のＩによれば，厳格・長期的な制

約が，親会社の子会社もしくは関連会社（｢参加会

社」と呼ばれる）に対する支配もしくは影響を実

質的に阻害する場合または子会社・関連会社によ

る資金移転の可能性を実質的に阻害する場合には，

当該子会社・関連会社は連結除外が強制される。

除外可能性ではなく除外が強制されるところに特

徴がある。除外の場合には，開示により重大な損

害が生ずる時を除いて（デクレ第248-12条)，その

理由を連結注記・附属明細書で明らかにしなけれ

ばならない（法357-4条のＩ)。

プラン・コンタプルには「厳格・長期的な制約」

に関する注釈はないが，一般に，主として政治的

に非常に不安定な国に所在する子会社を対象とし

ているとされる。また，支配の取得が年度末の３

カ月前に介在し，当該日以前には法律上も事実上

もいかなる関係も存在していない場合には，厳格・

長期的な制約とみなされない。さらに，資金移転

の不可能性がある時でも企業を指揮するのを妨げ

ないまたは著しい影響を及ぼし続けている場合に

は，全部連結や持分法の適用除外の対象にならな

い可能性がある(M)。

また，全部連結および比例連結の対象となる企

業の活動が著しく異なる場合には持分法の適用が

強制される（法第357-3条第４項)。計算轡類の榊造

が著しく異なる場合に，全部・比例連結に代えて

持分法を強制するところに特徴がある。証券取引

委員会（ＣＯＢ）によれば，商工業，金融，保険

などそれぞれ異なる会計規制が実施されている業

種間の連結が問題になる。しかし，このケースで

の持分法の適用は，「誠実な概観」に対する影響

を検討する必要性が指摘されている。

すなわち，ある銀行が商工企業グループによっ

て支配ざれ当該銀行がグループの資金調達を行っ

ている場合には，全部連結の適用の可能性がある。

②連結放棄

法第357-4条のⅡによれば，次の３つのケース

において，一定の条件の下で連結からの除外の可

能性が認められている。すなわち，

（a)もっぱら転売目的での保有の時

化)誠実な概観に照らして重要性の乏しい時

に)連結計算書類作成のための資料の入手が過度

の出費または遅延を生み出す時

である。除外を行う場合には，開示により重大な

損害が生ずる時を除いて（デクレ第248-12条)，そ

の理由を連結注記・附属明細書で明らかにしなけ

ればならない（法357-4条のＩ)。

「重要性の乏しい」の具体的な判断基準について

は連結基準に定めはない(!`)。ただし，金融機関に

ついては，その貸借対照表総額が，1,000万ECU

相当フラン，親会社の貸借対照表総額の２％，グ

ループの主要株主企業の貸借対照表総額の２％の

金額を下回る企業は，重要な性質を有していない

と見なされている（銀行規制委員会規則第85-12号第

９条)。

ラフジヨーらによれば，これら以外にも，一定

の会社に関する情報の公表が政治的または経済的

理由でグループの利益に対して重大な損害を与え

る危険'性がある場合には，連結除外の可能性を検

討できるものとされる。また，司法的な会社再建

(soci6t6enredressementjudiciaire）の場合には，

業務執行役員がその職務を継続している時には連

結対象となるが，その職務を奪われている時には

除外の可能性が生ずる。清算中の会社（soci6t6

enliquidationjudiciaire）は連結から除外され

る('7)。

［未完］
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ランス財務報告制度の展開」多賀出版1998年，が

すでに実証している。

（３）この点は，フランスにおける会計標準化の中

心的組織である国家会計審議会（ConseilNa-

tionaldelaComptabilit6;ＣＮＣ）の幹部の見

解から窺われる。すなわち，同審議会事務総長ミ

ロ氏は，1996年に開催された会計基準設定機関の

国際会議の中で，国際資本市場から非常に強いプ

レッシャーと多国籍企業による当該市場での資金

調達ニーズの増大が会計基準の国際調和を緊急な

ものにしていること，問題は国際資本市場で証券

を発行する企業グループにより公表される財務情

報の「比較可能性」と「信頼性」をいかに高める

かであり，国内基準が他の企業および資本市場の

ニーズの充足以外の目標を持つ限り，国内基準を

単に放棄することはありえないことを強調してい

る（Jean-Paul,Millot,Contributionaud6bat

surl'harmonisationcomptableinternation‐ 

ale，ConseilNationaldelaComptabilit６， 

BILJZeti几t7ZmesZrieZ，no102-2otrimestrel996，

Ｐｐ､5-10.)。なお，この詳細については，前出拙

稿，１３頁を参照されたい。

（４）フランスにおける証券市場の変化については．

前出拙著の281-304頁で検討されているので参照さ

れたい。

（５）連結計算轡類は，連結貸借対照表，連結成果

計算醤および注記・附属明細瞥により構成される。

連結計算瞥類は，商事会社法の開示制度の中で，

その作成・公表（官報での公表）が義務づけられ

ている。連結計計算書類は株主総会に提出される

が，総会による計算書類の承認はこれを除いて行

われ，配当規制に関わりを持たない。また，連結

計算轡類において個別会計の税務上の処理はすべ

て除去される。

さらに，フランスには連結納税制度があるが，

当該制度では比例連結および持分法の利益を考慮

しておらず，また，連結のれんが税務上控除可能

でないことなど，連結会計利益と連結課税所得と

の間には直接的な関係は見られない。

（６）機能別の損益計算轡では，売上高に対する売

上原価が表示されるが，性質別の損益計算轡では

売上原価の表示がさなれない。一般に，英米諸国

は機能別表示を採用しているが，フランス．ドイ

[注記］

（１）この点は，フランスの証券規制当局である

「証券取引委員会（CommissiondesOp6rations

deBourse;ＣＯＢ)」の幹部の見解から窺われる。

すなわち，同委員会事務総長フルリオ氏（Ｐ・

Fleuriot）の1994年の講演内容からは，フランス

企業の国際資本市場での資金調達の増大に伴い，

財務・会計情報の領域において，関係国間での相

互承認，調整表による補完および主要資本市場の

規制当局による国際的調和化の３つの状況が生じ

ているが，「国際的会計調和化」への努力が必要で，

蛾終的には十分な協議を経て財務・会計情報の高

い透明性を確保するのを可能にする国際的調和化

の方向に向かうべきであることが強調されている

（PierreFleuriot，Ｌ,Harmonisationcompta‐ 

bleinternationaleest-ellelabonnereponse 

aubesoind'informationdel'internationali‐ 

sationdesmarch6sfinanciers？Ｃommission 

desOp6rationsdeBourse，BuZletmme几sⅢ２J，

ｎ.280,mail994,pp12-17.)。

また，証券取引委員会委員長グルス氏(SGeours）

が1994年のＯＥＣＤの国際的会計調和化に関する

シンポジュウムで行った講演からも同様の見解が

見出される。すなわち，同氏は，証券監督者国際

機櫛（IOSCO）の技術委員会委員長として国際会

計基準委員会（ＩＡＳＣ）の作業を支持している

こと，国際的な次元の市場経済の企業とりわけ公

募企業にとって，長期的には「透明性」以外の会

計戦略は考えられないこと，国境を越えた市場経

済において，透明性は調和化した会計基準と調和

化した監査基準から生ずることが主張されている

（Saint-Geours・DInfluencedesprincipes

comptablessurlastrat6giefinancibredes 

entreprisesetlaconcurrencesurlesmarch6s 

decapitaux，CommissiondesOp6mtionsde 

Bourse，ｏｐ、ciZ.，ｐｐ､12-17.）。

なお，フルリオ，グルス両氏の見解の詳細につ

いては，拙稿「フランス会計基準の国際的調和化

の動向」「産業経理」第58巻第３号（1998年10月）

15-17頁を参照されたい。

（２）フランス会計制度にこの「株主・投資者志向

の会計」の流れが存在していることは，拙著「フ
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ツなどのヨーロッパ大陸諸国は性質別表示を採用

している。なお，わが国は機能別表示を採用して

いる。

（７）例えば，政策目的から税務上認められた加速

償却を個別会計で実施している場合，当該償却は

連結計算番類の作成上修正される。なお，フラン

スの税法は，わが国のシステムと同様に，減価償

却費の損金計上の条件として「損金経理」を課し

ている。

（８）当該措置の背景については，前出拙稿，13-14

頁を参照。

（９）なお，1998年４月６日法律第６条第２項には，

会計規制委員会によるＩＡＳの全体の採択に時間

を要する場合に，2002年12月３１日までの期間，同

一の条件でＵＳＧＡＡＰの利用が認められている。

(10）CommissiondesOp6rationsdeBourse， 

BuZUetmme几sueムｎ.１８４，aont-septembre

l985，ｐｐ、5-10．

(11）Raffegeau,』.，Dufils，Ｐ.，Corre,』.，de

Menonville，，.，ＣＯｍｐｔｅｓｃｏ几solid§s’６di‐

tionsFrancisLefebvre,1989,p､95. 

(12）Lid.,ｐ､97． 

(13）金融機関については，社員または株主は共同

の政策のために指揮機関を共同して任命すること

が必要である（銀行規制委員会の1985年11月27日

規則第85-12号)。

(14）Raffegeau,Ｊ､ｅｔａｌ.，Ｏｐ・Cit.，ｐ､100．

(15）Ｉbid.,ｐ､96． 

(16）国家会計審議会（ＣＮＣ）は，1978年に，巡結

貸借対照表総額の10％の数値を示している。

(17）Raffegeau,Ｊ・etal.，Ｏｐ・Cit.,pp､103-104.
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